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平成３０年第１１回八街市教育委員会定例会議事日程

平成３０年１１月２２日（木）

午後 １時３０分 団体研修室

定 例 会

第１ 教育長開会宣言

第２ 議事録署名人の指定

第３ 議 題

（１）教育長報告

（２）前回議事録の承認について

（３）議決事項

議案第１号 平成３０年度一般会計教育費予算の補正について

第４ そ の 他

（１）朝陽幼稚園余裕保育室の有効活用について

（２）朝陽児童クラブの今後の方針について

（３）各課等からの伝達事項
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八街市教育委員会議事録

平成３０年第１１回定例会

期 日 平成３０年１１月２２日（木）

開会 午後 １時３０分

閉会 午後 ２時１６分

場 所 団体研修室

教育長及び 教 育 長 加曽利 佳 信

出 席 委 員 教育長職務代理者 山 田 良 子

委 員 本 田 純 子

出 席 職 員 教 育 次 長 村 山 のり子

教 育 総 務 課 長 川 名 弘 晃

学 校 教 育 課 長 西 貝 喜 彦

社 会 教 育 課 長 兼 中 央 公 民 館 長 兼 郷 土 資 料 館 長 関 貴美代

ｽﾎﾟｰﾂ振興課長兼ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ所長 堀 越 和 則

図 書 館 長 高 橋 みち子

学校給食センター所長 和 田 暢 祥

教育総務課副主幹（事務局） 森 政 幸
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１．教育長開会宣言

○教育長

ただいまから、平成３０年第１１回八街市教育委員会定例会議を開会します。

本日は、並木委員と大西委員から欠席の届け出がありましたので、出席委員

は私を含め３名です。

本日の日程は、お手元に配付のとおりです。

２．議事録署名人の指定

○教育長

議事録署名人に本田委員と私、加曽利を指定します。

３．議題

（１）教育長報告

○教育次長

主なものについて報告します。

１０月２８日、（仮称）小出義雄杯八街マラソン大会実行委員会に出席し、

コースの概要説明、正式名称の募集などについての説明がありました。

１０月２９日、「市税等に関する啓発ポスターコンクール」優秀作品表彰式

に出席しました。

１１月２日、「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック」における聖

火リレールート選定に向けた千葉県知事宛の要望書を、酒々井町と合同で千葉

県聖火リレールート検討委員会会長に提出して参りました。

１１月７日、実住小学校体育館で開催した第四部会小中学校音楽発表会に出

席しました。

１１月１０日、中央中学校区地域公開・地域ミニ集会に出席しました。

１１月１１日、図書館で行われたジュニア司書認定式に出席しました。

１１月１４日、第２１回八街市小学校ロードレス大会に出席しました。

１１月１９日、市議会議員補欠選挙当選議員の各部長等紹介に出席しました。

その他は紙面にて報告に代えさせていただきます。以上です。

（２）前回議事録の承認について

○教育長

続いて、議事録の承認についてお諮りいたします。

１０月２６日に開催しました第１０回教育委員会定例会の議事録の写しをお

手元にお配りしてありますが、よろしければ承認したいと思います。ご異議あ
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りませんか。

＜異議なし＞

異議なしと認めますので、当該議事録を承認いたします。

（３）議決事項

○教育長

本案件は、八街市教育委員会会議規則第１３条第１項第４号に該当すること

から、会議を非公開とします。このことについて、ご異議ありませんか。

＜異議なし＞

賛成全員により、議決事項は、非公開とします。

議案第１号 平成３０年度八街市一般会計教育費予算の補正についてを議題

とします。

事務局の説明をお願いします。

○教育総務課長

議案第１号についてご説明いたします。資料の２ページをご覧ください。

はじめに、第１表 歳入歳出補正予算について説明します。事項別明細書で

説明しますので、補正予算書の３９ページをお開きください。

９款 教育費、１項 教育総務費、２目 事務局費について、補正前の額に

１５８万７千円を増額し、１億６千５４０万８千円にしようとするものです。

説明欄をご覧ください。

一般職人件費１５８万７千円の増額は、教育総務課職員及び学校教育課職員

１８名分の給料、職員手当等、共済費で、給与改定による増額補正です。

４０ページをお開きください。

２項 小学校費、１目 学校管理費について、補正前の額に８億４８４万１

千円を増額し、補正後の額を１１億２千９４５万２千円にしようとするもので

す。

説明欄をご覧ください。

一般職人件費４万１千円の減額は、用務員４名分の給料、職員手当等で、給

与改定による増額補正と手当額改定等による減額補正です。

小学校空調設備整備事業費８億５７９万８千円の増額は、小学校の空調設備

を来年度の２学期から使用できる様にするための経費で、需用費１２２万３千

円は、空調設備設置工事に係る消耗品費、委託料３千１２０万５千円は、工事

監理業務とその支援業務です。工事請負費７億７千３３７万円は、川上小学校

を除く小学校８校分の空調設備設置工事費です。
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小学校管理諸費４０万９千円の増額は、需用費の光熱水費のうち、電気代に

不足が生じるため増額補正するものです。

小学校施設維持管理費１３２万５千円の減額は、委託料で、校舎警備業務、

樹木害虫駆除業務、遊具点検業務の事業費確定に伴う減額補正です。

４１ページをご覧ください。

３項 中学校費、１目 学校管理費について、補正前の額に８億３千５３２

万３千円を増額し、補正後の額を９億１千５５０万９千円にしようとするもの

です。

説明欄をご覧ください。

中学校施設整備事業費７３９万８千円の増額は、八街南中学校プレハブ校舎

床改修工事の事業確定による減額３３４万８千６００円と八街北中学校のプー

ルろ過器を来年度のプール使用時期までに交換する必要があることから、その

工事費１千７４万６千円を合計して、７３９万８千円を増額補正するものです。

中学校空調設備整備事業費８億２千７３７万１千円の増額については、今ま

での中学校の整備計画では、平成３２年度に整備する予定でした。今回、国の

補正予算において、「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」が創設され

たましたが、今回限りの特例制度なっているため、来年度以降の補助金が見込

めないことから、小学校と同時に１２月補正を行い、この特例交付金を活用し

て、平成３１年度中に中学校４校の整備を完了させることとしました。

説明欄をご覧ください。

需用費１３６万円は空調設備設置工事に係る消耗品費、委託料４千９３５万

１千円は、設計業務及び工事監理業務とそれぞれの支援業務です。工事請負費

７億７千６６６万円は、中学校４校分の空調設備設置工事費です。

中学校管理諸費１７１万９千円の増額は需用費で、光熱水費のうち電気代と

漏水による水道代に不足が生じるため、増額補正するものです。

中学校施設維持管理費１１６万５千円の減額については、委託料で、校舎警

備業務、貯水槽維持管理業務、樹木害虫駆除業務の事業費確定に伴う減額補正

です。

小学校及び中学校空調設備整備事業費については、歳入を伴いますので、説

明いたします。予算書の２０ページをお開きください。

１４款 国庫支出金、２項 国庫補助金、５目 教育費国庫補助金について、

補正前の額に２億５千９１８万８千円を増額し、補正後の額を２億９千８１０

万５千円にしようとするものです。

説明欄をご覧ください。

１節 小学校費補助金１億２千４３万３千円の増額は、学校施設環境改善交
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付金２千５２万３千円の減額で、これは、今年度工事した川上小学校空調設備

設置工事の交付金が不採択となったことによる減額、また、新設されたブロッ

ク塀・冷房設備対応臨時特例交付金１億４千９５万６千円の増額で、先ほどの

歳出で計上した小学校８校分と今年度工事の川上小学校分及び実住小学校のブ

ロック塀の改修工事分の国庫補助金です。

２節 中学校費補助金１億３千７６４万４千円の増額は、小学校と同様のブ

ロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金で、中学校４校の空調設備設置工事及

び八街南中学校のブロック塀改修工事と八街中学校の門柱改修工事分の国庫補

助金です。

このブロック塀対策事業と空調設備整備事業の財源として、国庫補助金の他

に起債措置しています。補正予算書の２２ページ、２３ページの小学校債、中

学校債に計上しています。

○学校教育課長

次に、３項 中学校費、２目 教育振興費について、補正前の額に４３万

３千円を増額し、補正後の額を５千５５３万８千円としようとするものです。

説明欄をご覧ください。

教育振興費４３万３千円は全て需用費の消耗品で、平成３１年度から中学校

での特別な教科、道徳で使用する教科用図書の教師用指導書の購入費です。

○教育総務課長

引き続き、補正予算書の４２ページをご覧ください。

４項 幼稚園費、１目 幼稚園費について、補正前の額に２６１万８千円を

増額し、１億５千４６２万７千円にしようとするものです。

説明欄をご覧ください。

一般職人件費５３万３千円の減額は、４月１日付け人事異動等によるもの給

料１９万８千円と共済費５７万７千円の減額及び幼稚園職員１６名分の職員手

当等は、給与改定による増額で、合計５３万３千円の減額補正となります。

○社会教育課長

続きまして、５項 社会教育費について説明します。引き続き、補正予算書

の４３ページをご覧ください。

１目 社会教育総務費ですが、補正前の額に６０万円を増額し、補正後の額

を１億１千５９９万５千円にしようとするものです。

説明欄をご覧ください。

一般職人件費６０万円の増額は、給料、職員手当等、共済費で、給与改定等

による増額補正です。

２目 公民館費ですが、補正前の額に３１万９千円を増額し、補正後の額を
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１億６３３万１千円にしようとするものです。

説明欄をご覧ください。

一般職人件費３１万９千円の増額は、給料、職員手当等、共済費で、給与改

定等による増額補正です。

○図書館長

３目 図書館費については、補正前の額に１３２万円を増額し、補正後の額

を１億４千４０６万６千円にしようとするものです。

説明欄をご覧ください。

一般職人件費９８万２千円の増額は、給料、職員手当等、共済費で、給与改

定等による増額補正です。

図書館管理運営費３３万８千円の増額は需用費で、空調設備稼働時間の増加

等による光熱水費の不足分です。

○スポーツ振興課長

続きまして、６項 保健体育費について説明します。補正予算書の４４ペー

ジをご覧ください。

１目 保健体育総務費については、補正前の額に２３万円を増額し、補正後

の額を８千９７３万円にしようとするものです。

説明欄をご覧ください。

一般職人件費２３万円の増額は、スポーツ振興課職員７人、学校教育課職員

３人、合計１０人分の人件費で、給料は、職員の部分休業取得等による減額、

職員手当等、共済費の増額は、給与改定等によるものです。

４目 スポーツプラザ費については、補正前の額に１５万円８千円を増額し、

補正後の額を１億７３０万４千円にしようとするものです。

説明欄をご覧ください。

一般職人件費１５万円８千円の増額は、スポーツプラザ職員３人分の人件費

で、給料、職員手当等、共済費の増額は、給与改定等によるものです。

○学校給食センター所長

続きまして、５目 学校給食費について説明します。

補正前の額に２千７２８万６千円を増額し、補正後の額を５億７千２０２万

４千円にしようとするものです。

説明欄をご覧ください。

一般職人件費８８万円２千円の増額は、給食センター職員６人分の人件費で、

給料は、４月１日付け人事異動等による減額、職員手当等、共済費は、給与改

定等による増額です。

調理場維持管理費２千２０５万３千円の増額は、委託料の警備業務、ボイラ
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ー保守点検業務、受変電設備改修設計業務については、事業費が確定したこと

により８２万２千円の減額、受変電設備改修工事監理業務として、１２７万５

千円を増額、工事請負費２千１６０万円については、第一調理場施設改修工事

として、受変電設備改修工事を行うもので、受変電設備が平成２年に設置され

てから２８年が経過し、故障や動作不良等に至る前に交換工事に対応するもの

です。

工事請負費に係る歳入として起債措置をしています。補正予算書２３ページ

の保健体育債に１千７８０万円を計上しています。

調理場給食事業費４３５万１千円の増額は、需用費の燃料費で、当初予算積

算時よりもボイラー燃料であるＡ重油の価格高騰が続いているため、不足額を

増額補正するものです。

以上で歳出補正予算の説明を終わります。

○教育総務課長

次に、第２表 繰越明許費についてご説明いたします。補正予算書の５ペー

ジをお開きください。

２項 小学校費 小学校空調設備整備事業費８億５千２５３万３千円の繰越

しは、今回補正分の小学校空調設備工事が年度内に完了しないことから、繰越

明許費を設定するものです。

３項 中学校費 中学校空調設備整備事業費８億２千７３７万１千円の繰越

しも、小学校同様、中学校空調設備工事が年度内に完了しないことから、繰越

明許費を設定するものです。

同じく、３項 中学校費 中学校施設整備事業費１千７４万６千円の繰越し

は、八街北中学校のプールろ過器の交換工事で、年度内に完了しないことから、

繰越明許費を設定するものです。

○学校給食センター所長

６項 保健体育費 調理場維持管理費２千２８７万５千円の繰越しは、学校

給食センター第一調理場受変電設備改修事業において、年度内に完了が見込め

ないことから、繰越明許費を設定するものです。

以上で繰越明許費の説明を終わります。

○教育総務課長

次に、第３表 債務負担行為についてご説明いたします。補正予算書の１２

ページをご覧ください。

追加の表について、(８２)から各事項毎に説明します。

(８２)小学校トイレ洗浄殺菌装置等の賃借の設定期間は、平成３０年度か

ら平成３１年度までで、限度額は、４７３万８千円です。
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設置する小学校は、笹引小学校(Ｈ29～)、朝陽小学校(Ｈ29～)、交進小学

校(Ｈ30～)、二州小学校(Ｈ31～)、二州小学校沖分校(Ｈ30～)、川上小学校(Ｈ

29～)、八街東小学校(Ｈ30～)、八街北小学校(Ｈ31～)の小学校８校にトイレ

洗浄殺菌装置等を賃借するもので、４月１日から使用開始するためには、年

度前に契約を行う必要があるため、債務負担行為とするものです。

(８３)小中学校自家用電気工作物保安管理業務の設定期間は、平成３０年

度から平成３１年度までで、限度額は、２０４万６千円です。

これは、小学校９校、中学校４校の自家用電気工作物の保安管理を実施する

にあたり、４月１日から保安業務を開始するためには、年度前に契約を行う必

要があるため、債務負担行為とするものです。

(８４)小中学校コンピュータ保守業務の期間は、平成３０年度から平成３

１年度までで、限度額は、４５３万６千円です。

これは、小学校６校に設置する教育用コンピュータの保守業務で、業務期

限が平成３１年３月３１日となっており、運用上４月１日から支障のないよう

使用できるようにするためには、年度前に契約を行う必要があるため、債務負

担行為とするものです。

(８５)小中学校・幼稚園浄化槽維持管理業務の設定期間は、平成３０年度

から平成３１年度までで、限度額は、６３７万６千円です。

これは、小学校６校、中学校２校及び幼稚園２園の浄化槽の維持管理を実施

するにあたり、４月１日から業務を開始するためには、年度前に契約を行う必

要があるため、債務負担行為とするものです。

(８６)小中学校・幼稚園貯水槽維持管理業務の設定期間は、平成３０年度

から平成３１年度までで、限度額は、５８０万９千円です。

これは、小学校９校、中学校４校及び川上幼稚園の貯水槽の維持管理を実施

するにあたり、４月１日から業務を開始するためには、年度前に契約を行う必

要があるため、債務負担行為とするものです。

(８７)小中学校・幼稚園消防設備保守点検業務の設定期間は、平成３０年

度から平成３１年度までで、限度額は、２０５万４千円です。

これは、小学校９校、中学校４校及び幼稚園３園の消防設備の保守点検を

実施するにあたり、４月１日から業務を開始するためには、年度前に契約を行

う必要があるため、債務負担行為とするものです。

○図書館長

続きまして、１３ページをご覧ください。

(８８)社会教育施設自家用電気工作物保安管理業務の期間は、平成３０年

度から平成３１年度までで、限度額は、３９万６千円です。
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これは、中央公民館、図書館、郷土資料館の自家用電気工作物の保安管理

にあたり、４月１日から保安業務を行う必要があるため、債務負担行為とす

るものです。

○中央公民館長

(８９)中央公民館複写機の賃借の期間は、平成３０年度から平成３５年度

までで、限度額は、モノクロコピーは複写枚数１枚当たり８．６４円を乗じ

て得た額、カラーコピーは複写枚数１枚当たり３７．８円を乗じて得た額で

す。

これは、中央公民館で使用する複写機を賃借するにあたり、複数年の契約

を行うこと、また、年度前に契約を行う必要があるため、債務負担行為とす

るものです。

(９０)中央公民館消火器の賃借の期間は、平成３０年度から平成３８年度

までで、限度額は、２９万６千円です。

これは、中央公民館に設置する消火器を賃借するにあたり、複数年の契約

を行うこと、また、年度前に契約を行う必要があるため、債務負担行為とす

るものです。

○図書館長

(９１)図書館消防設備保守点検業務の期間は、平成３０年度から平成３１

年度までで、限度額は、３８万２千円です。

これは、図書館の消防設備の保守点検にあたり、４月１日から業務を行う

必要があるため、債務負担行為とするものです。

(９２)図書館空調設備保守点検業務の期間は、平成３０年度から平成３１

年度までで、限度額は、１５４万４千円です。

これは、図書館の空調設備の保守点検にあたり、４月１日から業務を行う

必要があるため、債務負担行為とするものです。

○学校教育課長

(９３)小中学校・幼稚園飲料水水質検査業務の期間は、平成３０年度から

平成３１年度までで、限度額は、１１９万５千円です。

これは、市内各小中学校１３校及び市立幼稚園３園の飲料水の水質検査の

ための費用で、４月１日から業務を開始するために年度前に契約を行う必要

があるため、債務負担行為とするものです。

○スポーツ振興課長

(９４)市営グラウンド自家用電気工作物保安管理業務の期間は、平成３０

年度から平成３１年度までで、限度額は、３２万４千円です。

これは、市営グラウンド２ヶ所の電気工作物の保安管理にあたり、４月１
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日から業務を開始するためには、年度前に契約を行う必要があるため、債務

負担行為とするものです。

(９５)市営グラウンド等緑地維持管理業務の期間は、平成３０年度から平

成３１年度までで、限度額は、４６３万１千円です。

これは、市営グラウンド等の緑地の維持管理にあたり、４月１日から業務

を開始するためには、年度前に契約を行う必要があるため、債務負担行為と

するものです。

(９６)スポーツプラザ浄化槽維持管理業務の期間は、平成３０年度から平

成３１年度までで、限度額は、７０万２千円です。

これは、スポーツプラザ浄化槽の維持管理にあたり、４月１日から業務を

開始するためには、年度前に契約を行う必要があるため、債務負担行為とす

るものです。

１４ページをご覧ください。

(９７)スポーツプラザ自家用電気工作物保安管理業務の期間は、平成３０

年度から平成３１年度までで、限度額は、２４万６千円です。

これは、スポーツプラザ体育館の電気工作物の保安管理にあたり、４月１

日から業務を開始するためには、年度前に契約を行う必要があるため、債務

負担行為とするものです。

○学校給食センター所長

(９８)給食センター廃水処理施設維持管理業務の期間は、平成３０年度か

ら平成３１年度までで、限度額は、２８５万６千円です。

これは、第一調理場及び第二調理場それぞれの廃水処理施設の維持管理に

あたり、４月１日から業務を開始するためには、年度前に契約を行う必要が

あるため、債務負担行為とするものです。

(９９)給食センター自家用電気工作物保安管理業務の期間は、平成３０年

度から平成３１年度までで、限度額は、４９万１千円です。

これは、第一調理場及び第二調理場それぞれの自家用電気工作物の保安管

理にあたり、４月１日から業務を開始するためには、年度前に契約を行う必

要があるため、債務負担行為とするものです。

(１００)給食センターボイラー保守点検業務の期間は、平成３０年度から

平成３１年度までで、限度額は、１１５万１千円です。

これは、第一調理場にある３台のボイラーの保守点検にあたり、４月１日

から業務を開始するためには、年度前に契約を行う必要があるため、債務負

担行為とするものです。
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(１０１)学校給食配送業務の期間は、平成３０年度から平成３１年度まで

で、限度額は、２千４５１万６千円です。

これは、学校給食の配送にあたり、４月から業務を開始するためには、年

度前に契約を行う必要があるため、債務負担行為とするものです。

以上で教育費予算の補正についての説明を終わります。ご審議の程よろしく

お願いいたします。

【質疑応答】

○教育長

ただいまの事務局の説明に対し、ご質問等のある委員は、発言願います。

＜質疑等なし＞

質疑がなければ、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

＜異議なし＞

異議なしの声がありましたので、ご異議なしと認め、議案第１号について、

可決することに決定いたしました。

これで、本日の議題については、終了といたします。

４．その他

（１）朝陽幼稚園余裕保育室の有効利用について

○教育次長

幼稚園の定員割れに伴い、川上幼稚園、朝陽幼稚園の来年度入園予定定員を

削減したところですが、余裕保育室の活用については、市民部との協議により

今年度から川上幼稚園の１部屋を利用し、週１回高齢者の介護予防教室に使用

しています。

今回、朝陽幼稚園でも同様に使用したい旨の話しがあり、今後、余裕保育室

１部屋を、週１回全８週間１行程として、介護予防教室に貸し出す方向で進め

ていきます。

これに伴う園舎の改築等は、現段階ではありません。

（２）朝陽児童クラブの今後の方針について

○教育総務課長

現在の朝陽児童クラブは、朝陽幼稚園の隣りに設置されており、朝陽小学校

から児童クラブに通所するには、国道４０９号を横断するため危険を伴うこと

からも、来年度の１２月開設を目標に、朝陽小学校内に設置できるよう、子育
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て支援課にて計画中です。

設置場所は、中棟１階のコンピュータ室と多目的教室の２教室を予定してお

り、定員は今までの９０人から１００人に増員するとのことです。また、併せ

て放課後子ども教室も設置予定です。

（３）各課からの伝達事項

以上で、本日の日程は、すべて終了しました。

閉会します。
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（別紙）

教育長報告

平成３０年１０月２７日～１１月２２日

日付 曜日 時 間 場 所 内 容

10/28 日 9:30 スポーツプラザ 第14回関東ブロックバウンドテニス選手権大会

〃 〃 〃 〃 第４回千葉県バウンドテニスジュニア大会

〃 〃 9:30 実住小学校体育館 第17回八街市民剣道大会

〃 〃 17:00 スポーツプラザ 第２回（仮称）小出義雄杯八街マラソン大会実行委員会

10/29 月 15:30 市長室 市税等に関する啓発ポスター表彰式

11/1 木 10:00 特別会議室 行財政改革推進本部本部会

11/2 金 9:50 千葉県庁 聖火リレーの要望

〃 〃 13:00 八街中央中学校 「ちばっ子学力向上総合プラン」学力向上交流会

11/3 土 9:00 二州小学校沖分校 第６回沖の祭り

11/4 日 8:00 中央グラウンド 第27回八街杯少年野球大会

11/5 月 9:10 特別会議室 庁議

11/6 火 9:50 朝陽幼稚園 ふれあい餅つき大会

〃 〃 17:30 八街駅 「子ども・若者育成支援強調月間」啓発活動

11/7 水 9:45 団体研修室 初級職員採用試験面接

〃 〃 11:30 実住小学校体育館 八街市小中学校音楽発表会

11/10 土 13:10 八街中央中学校 地域公開・地域ミニ集会

11/11 日 10:00 中央公民館 第39回八街市婦人祭

〃 〃 10:30 図書館 ジュニア司書認定式

11/13 火 12:50 千葉黎明高等学校 中高連携会議授業参観

11/14 水 9:05 スポーツプラザ 第21回八街市小学校ロードレース大会

11/15 木 9:20 中央公民館 八街市ＰＴＡ連絡協議会合同研修会

〃 〃 13:30 八街中央中学校 第４回八街市心身障害児童･生徒教育支援委員会

11/16 金 14:00 印旛合同庁舎 第３回印教連定例常任委員会

〃 〃 15:00 〃 第３回印旛地区教育長会議

11/19 月 10:15 第２会議室 新任議員紹介

〃 〃 13:30 笹引小学校 第７回八街市小中学校長研修会

11/20 火 13:30 印旛郡市文化財センター 第103回理事会

11/21 水 9:10 第１会議室 部課長会議

11/22 木 10:00 東京ミッドタウン 地学連携研究会


